
                別表 2               

   デジタル訓練促進費 

＜デジタル資格コース＞ 

 

知識等習得コースのうち、デジタル分野特例コース（デジタル資格コース）で「資格取得率」

及び「デジタル訓練促進費就職率」の実績が以下に定める要件を満たした場合はデジタル訓練促

進費を支払う。 

 

１． ＩＴ関係の資格 

ＩＴスキル標準（ITSS）で定めるレベル１以上の資格（NPO法人スキル標準ユーザー協会が 

作成する「ITSS のキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ Ver12.4」に掲載され    

ているものとする。 

※資格取得率３５％以上、かつ、デジタル訓練促進費就職率７０％以上 ＝１万円 

上記以外 ＝０円 

２． ＷＥＢデザイン関係の資格 

以下のいずれかに該当する資格 

・ＷＥＢクリエイター能力認定試験（エキスパート） 

・Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒクリエイター能力認定資格（エキスパート） 

・ｐｈｏｔｏｓｈｏｐクリエイター能力認定試験（エキスパート） 

・Ｗｅｂ検定（デザイン・ディレクション・プロデュース） 

・ＣＧ－ＡＲＴＳ検定 ・アドビ認定プロフェッショナル 

・ウェブデザイン技能検定１～３級 

  ※資格取得率５０％以上、かつ、デジタル訓練促進就職率７０％以上 ＝１万円 

上記以外 ＝０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資格取得率＞ 

新規資格取得者÷（訓練修了者＋就職のために中途退校した新規資格取得者）×１００ 

※ 「新規資格取得者」・・・NPO法人スキル標準ユーザー協会が作成する「ITSSのキャリアフレームワークと

認定試験・資格とのマップ」に掲載されている資格・ＷＥＢデザイン関係の資格（上記２）を取得した者(

資格取得後に就職のため中途退校した者を含む。)とし、複数の資格を取得しても1人と数える。また、訓

練コースの目標に設定された資格の全てを既に取得している者が訓練を受講した場合は、当該者は資格取

得率の算定から除外する。 

＜デジタル訓練促進就職率＞    

   対象就職者÷（訓練修了者数＋対象就職者のうち中途退校就職者数）×１００ 

※ 「対象就職者」・・・就職（中途退校就職を含む）又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が２０時

間以上であり、且つ「雇用期間の定め無し」又は「４箇月以上」の雇用期間により就職した人数及び自営を

開始した人数をいう。） 

 

 

 

   

 



３． デジタル訓練促進費の支払い額 

受講生 1人ひと月当たり 11,000円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額の額 1,000円） 

 

※デジタル訓練促進費支払額＝受講者数×デジタル訓練促進費（１万円）×対象月数 

 

４．訓練受講修了生の資格取得状況の把握及び報告 

     訓練修了後に「資格取得状況報告書（様式 8-6）」を提出 すること。提出にあたっては、受

講者から資格取得を証明する書類の写しを入手し添付すること。訓練終了日の翌日から起算

して 100日以内を期限とする。 

     

5. 資格コースのデジタル訓練促進費が支給されない場合に限り、DX 推進スキル標準対応コースの

要件によるデジタル訓練促進費を支給する。 

 


